
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条
に基づく調査に関する事務契約書

　「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」にかかる診療報酬の算定要件に該当する場合において、受診者の自己負担の軽減のための措置に関する事務について、神奈川県知事（以下「甲」という）と○○診療所　所長（以下「乙」という）との間に次の通り契約を締結する。

第一条	甲は、乙がPCR検査（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」にかかる診療報酬の算定要件に該当する場合に限る）を行った場合に、受診者のPCR検査料（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」）及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料（初再診料などは含まない。）にかかる自己負担に相当する金額の補助を行うものとする。
第二条	甲、乙の金銭の授受は、社会保険診療報酬支払基金又は神奈川県国民健康保険団体連合会を介して行うこととする。
第三条	甲は、乙からの請求内容について疑義がある場合には、乙に対して必要な書類の提出等を求めることができる。
第四条 乙は、本補助事業の対象に係る受診者に対して、PCR検査料（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」）及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料（初再診料などは含まない。）にかかる金額について、医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による医療に要する費用の額の算定方法の例により算定した当該医療に要する費用の額の合計額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額にかかる受診者の自己負担額（他の公費負担医療との適用順については、感染症法第37条に基づく公費負担医療と同様の取扱いとする。なお、同条に基づく公費負担医療と当該補助事業については、同条に基づく公費負担医療の適用を優先する。）を受診者に支給するものとする。その際、受診者の自己負担額と相殺することも差し支えないものとする。
第五条　本契約は、令和２年５月14日以降に実施した診療分から適用する。

　この契約の確実を証するため本書２通を作成し双方署名捺印の上各々１通を所持するものとする。



令和２年　　月　　日


　　　　　　　　　　　甲　　　　横浜市中区日本大通１

　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県知事　黒　岩　祐　治

　　　　　　　　　　　乙　　　　〇〇市〇〇町○－○

　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇診療所　〇　〇　〇　〇
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